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１）国⽴⼤学附属病院における医療安全の強化
１．外部監査委員会の設置状況について
２．特定機能病院間相互のピアレビューについて

２）国⽴⼤学附属病院における共同調達
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国⽴⼤学附属病院における医療安全の強化
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 平成２９年４⽉１⽇時点で全ての国⽴⼤学附属病院において外部監査委員会の設置を完了。

外部監査委員会の設置状況のポイント 今後の具体的な実施に向けた課題等
 ３２病院で学⻑直下の組織（病院外）として委
員会を設置。
（省令では監査委員会の設置場所について特段の定めなし）

 委員の数は３⼈〜１１⼈（平均で４．４⼈）と
様々。利害関係を有しない者が８割を超える。
（省令では委員の数は３⼈以上、半数を超える数は利害関係のない者）

 全ての病院で医療安全管理の経験者、４０病院
で弁護⼠等の識者を委員に任命。
（省令では医療安全管理⼜は法律に関する識者を要件とする）

 平成２９年３⽉時点で既に６⼤学で監査委員会
を開催済み。
（主な監査内容）

・医療法施⾏規則改定に伴う対応状況
・医療安全管理に関する事項

 ほぼ全ての病院において、効率的・効果的な監
査の実施や委員会の運営等について検討課題が
あると認識。

 省令で業務内容や監査事項は明記されているが、
現状では監査に当たっての明確な監査基準や方
法が定まっておらず、各病院で設定に苦慮。

 医療監視や特定機能病院間相互のピアレビュー
等、他の外部監査との棲み分けが不明確であり、
監査業務の負担増⼤が懸念。

 外部監査委員会の運営に係る業務や経費負担に
対する支援がなく、経営にも影響。

（※）平成２９年３⽉に国⽴⼤学附属病院本院（４２病院）を対象に調査を実施し、その回答をとりまとめ。

１．外部監査委員会の設置状況について
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特定機能病院の承認要件の⾒直しを受け、外部監査委員会を設置

 平成２８年１０⽉１日、医療安全と臨床研究について外部監査体制の最適化を図るため、
「病院監査委員会」を設置

 委員１１名（外部有識者等８名）に加え、本学監事をオブザーバーに任命。
 平成２９年１⽉２５日、第１回の病院監査委員会を開催。
 平成２９年３⽉ ７日、平成２８年度中間監査結果報告書を公表。
 平成２９年５⽉２９日、第２回の病院監査委員会を予定。

第１回の外部監査委員会の様子

千葉⼤学病院の例

医療安全と臨床研究の体制を報告し、ヒアリング調査を受け、適正な医療安
全管理体制及び臨床研究実施体制である旨の評価を受けた⼀方、「デスカン
ファレンスの推進」「インフォームド・コンセント実施体制の整備」「医療
安全研修の内容の充実」「臨床研究における有害事象報告の促進」「臨床研
究法案への対応」等、課題が明確になった。

外部監査委員会の概要
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 平成２９年度中に国⽴⼤学附属病院間において「⾃⼰チェック」と「訪問調査チェック」により特
定機能病院相互のピアレビューを実施予定。

 平成２９年度は、国⽴⼤学附属病院間で従来から実施している「医療安全・質向上のための相互
チェック」を併せて実施し、医療安全の確認を徹底。

今後の具体的な実施に向けた検討等

 インシデントやアクシデントの報告等の状況（報告、分析、改善策の⽴案及び実施等）
 医療安全管理委員会の業務の状況
 医薬品等の安全使用体制の状況（医薬品安全管理責任者の業務等）
 ⾼難度新規医療技術⼜は未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否等を決定する部門の運用状況
 監査委員会の業務の結果及び監査委員会からの指摘への対応状況

 省令で調査項目は明記されているが、現状では
調査に当たっての明確な調査基準や方法が定
まっておらず、設定に苦慮。

 相互のピアレビューに係る業務や旅費など経費
負担に対する支援がなく、経営にも影響。

２．特定機能病院相互のピアレビューについて

今後の具体的な実施に向けた課題等

 被訪問⼤学病院は病院⻑が対応することを原則。

 各⼤学病院の特色ある取組（グッドプラクティ
ス）を⾒出し、国⽴⼤学附属病院⻑会議で共有

 特定機能病院医療安全連絡会議への報告。

省令に規定される調査項目
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国⽴⼤学附属病院における共同調達
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全ての国⽴⼤学附属病院による共同調達を開始
全ての国⽴⼤学附属病院が⼀丸となって、「共同調達」に取り組む。（平成２８年６⽉合意）

 診療報酬のマイナス改定等
病院を取り巻く経営環境は
厳しさを増す。

 医療機器の更新も困難な状
況であり、医療の質低下、
労働環境の悪化等を防ぐこ
とが重要。

 共同調達の持続性を担保す
るため、国⽴⼤学附属病院
⻑会議において管理。
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1,169億円（25万品）
汎⽤医療⽤消耗品

共同調達によ
るコスト削減
を目指す

材料選定の様子

看護関連消耗品から共同調達を実施
看護関連対象品から選定

年間３億円の
削減効果
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共同調達の選定（５品目）
･アルコール綿
・二トリル手袋
・除菌クロスシート（アルコール）
・除菌クロスシート（界面活性剤）
･エプロン


